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( 資料り 
平成 1 7 年 3 月 7 日 

健康居疾病対策課 

リウマチ・アレルギ 一対策委員会等の 設置について 

一 
リウマチ、 気管支喘息、 アトピー性皮膚炎、 花粉症等の免疫アレルギー 疾患 は 、 長期に 

わたり著しく 生活に支障をきたすものもあ る等、 国民の健康上重要な 問題となっている。 
このため、 今後のリウマ テ 及 び アレルギ一対策を 総合的，体系的に 実施するべく、 厚生 

科学審議会疾病対策部会の 専門委員会として、 リウマチ，アレルギ 一対策委員会を 設置 

し、 リウマチ及びアレルギ 一対策の指針の 策定等に関する 検討を行 う ものとする。 
また、 これらの対策について、 より専門的な 検討を行うリウマチ 対策検討会友 ぴ アレル 

ギ一対策検討会を、 厚生労働省健康局長の 私的検討会として、 それぞれ設置するものと 

する。 

li  検討課題 ( 案 Ⅱ 

(1)  リウマチ・アレルギ 一対策委員会 

(7)  リウマチ及びアレルギ 一対策指針策定 

( ィ )  その他 

(2)  リウマチ対策検討会 

(7)  リウマチ対策の 基本的方向性 

( ィ ) 研究の推進 

てウ Ⅰ 医薬品の開発促進等 

く 二二Ⅰ 医療提供体制の 整備 

く ラトⅠ 患者 Q0 」の向上と自立等 

( 力 )  情報提供・相談体制 

(+)  関係機関との 連携 

(9)  その他 

(3)  アレルギ一対策検討会 

(7)  ァ レルギ一対策の 基本的方向性 

( ィ )  研究の推進 

( ゥ )  医薬品の開発促進等 

( ェ )  医療提供体制の 整備 

( オ )  患者 QO L の向上等 



( 力 )  情報提供・相談体制 

( キ )  患者を取り巻く 環境の改善 

W@)  関係機関との 連携 

( ケ )  その他 

卜 構成及び事務局 矧 

(1)  リウマチ・アレルギ 一対策委員会 

委員会に参集を 求める有識者は、 リウマチ・アレルギ 一対策に精通した 学識を有 

する者とし、 15 名以内で構成するものとする。 、 ・ 会議の事務は、 ， 健康居疾病対策課が ， 。 

一 行っ。 ， - 

(2)  各検討会 

各検討会 は ついては、 各検討内容に 精通した専門家に 委嘱するものとし、 検討会 

0 人数は 15 名以内とする。 

巨 検討スケジュー 川 
ト本 (1)  リウマチ・アレルギ 一対策委員会 

第 「 回 ( 平成 17 年 3 月 ) 

今後のスケジュール 確認、 リウマチ・アレルギ 一対策の現状と 問題点を提示 

第 2 ～ 3 回 ( 平成 17 年 6 月 ) 

リウマチ・アレルギ 一対策指針策定，とりまとめ 

(2)  リウマチ対策検討会 

第 「 回 ( 平成け年 3 月 ) 

スケジュール 確認 リウマチ対策の 現状及び問題点、 論点メモ ( 案 ) 

第 2 回 ( 平成け年 4 月 )  リウマチの研究及び 専門医療の提供等について 

第 3 回 ( 平成け年 4 月 )  リウマ テ の情報提供体制等について 

第 4 回 ( 平成 17 年 5 月 )  リウマチ対策指針 ( 案 ) 及び報告書 ( 案 ) 作成 

第 5 回 ( 平成 17 年 6 月 )  リウマチ対策指針 ( 案 ) 及び報告書のとりまとめ 

(3)  アレルギ一対策検討会 

第「 回 ( 平成 17 年 3 月 ) 

スケジュール 確認 アレルギー疾患対策の 現状及 び 問題点、 論点メモ ( 案 ) 

第 2 回 ( 平成 17 年 4 月 ) アレルギ一の 研究及び専門 E 療の提供等について 

第 3 回 ( 平成 17 年 4 月 ) アレルギ一の 情報提供体制等について 

第 4 回 ( 平成 17 年 5 月 ) アレルギ一対策指針 ( 案 ) 及 び 報告書 ( 案 ) 作成 

第 5 回 ( 平成 17 年 6 月 ) アレルギ一対策指針 ( 案 ) 及び報告書のとりまとめ 



( 賢木 斗 2  ) 
アレルギ一対策検討会開催要領 ( 案 ) 

( 目的 ) 
第 1 条 アレルギ一対策検討会 ( 以下「検討会」という。 ) ぼ 、 厚生労働省健康局長 

より参集を求める 有識者により、 厚生労働省におけるアレルギ 一対策について 専門 
的な検討を行 う ことを目的として 開催する。 

( 検討事項 ) 
第 2 条 検討会は、 アレルギ一対策を 総合的・体系的に 実施するため、 アレルギ一対 

策 指針を策定することその 他アレルギ一対策に 関する事項について 専門的に検討を 
行 う ものとする。 

( 検討会の構成 ) 
第 3 条 検討会に参集を 求める有識者は「 5 名以内で構成し、 アレルギ一対策に 精通 

した学識を有するものとする。 

( 座長の指名 ) 

第 4 条 検討会に座長を 置く。 座長は、 検討会委員の 中から互選により 選出する。 

( 会議の公開 ) 
第 5 条 検討会の会議は 公開とする。 ただし、 公開することにより、 個人情報の保護 

に 支障を及ぼすおそれがあ る場合または 知的財産権 その他個人もしくは 団体の権 利 

利益が不当に 侵害されるおそれがあ る場合には、 座長は、 会議を非公開とすること 
ができる。 

2  座長は、 会議における 秩序の維持のため、 傍聴人の退場を 命ずるなど必要な 措置 

をとることができる。 

( 議事録 ) 
第 6 条 検討会における 議事 は 、 次の事項を定め、 議事録に記載するものとする。 

一 会議の日時及 び 場所 
こ 出席した検討会委員の 氏名 
王 議事となった 事項 

2  議事録は公開とする。 ただし、 個人情報の保護に 支障を及ぼすおそれがあ る場合 

又は知的財産権 その他個人若しくは 団体の権 利利益が不当に 侵害されるおそれがあ 
る場合には、 座長は、 議事録の全部又は 一部を ョ ト公開とすることができる。 

3  前項の規定により 議事録の全部又は 一部を非公開とする 場合には、 座長は、 非公 
開 とした部分について 議事要旨を作成し、 これを公開しなければならない。 

( 検討会の庶務 ) 
第 7 条 検討会の庶務は、 厚生労働省健康居疾病対策課において 総括し 、 及 び 処理す - - 

る 。 

( 雑具 l]) 
第 8 条 この開催要項に 定めるほか、 検討会の運営に 必要な事項は、 座長が定める。 







( 資料 5) 

平成「フ年度 リウマチ・アレルギ 一対策予算 ( 案 ) について 

リウマチ・アレルギ 一対策の推進 1,113 百万円 づ 1.121 百万円 

(+8) 

Ⅰ 免疫アレルギー 疾患に関する 研究等の推進 

( 1 ) 目的 
免疫アレルギー 疾患は、 国民の 3 0% が罹患していると 言われており、 さらに増加 

傾向にあ る。 また、 その重症化も 進み、 日常生活に著しく 支障をきたすため、 国民の 
健康上重大な 問題となっている。 

これらの疾患について、 発症原因と病態との 関係を明らかにし、 予防、 診断及び 治 
療法に関する 新規技術を開発するとともに、 既存の治療法の 再評価を行 う ことにより、 
国民に対してより 適切な医療の 提供を目指した 実践的な研究を 推進する。 

( 2) 事業内容 
免疫アレルギー 疾患予防・治療研究 ( 厚生労働科学研究費 ) 

], ]05 百万円 づ 1. Ⅱ 2 百万円 

花粉症、 リウマ テ 、 気管支喘息、 アトピー性皮膚炎、 食物アレルギ 一など免疫アレ 
ルギー疾患の 病因・病態の 解明、 治療法の開発等の 研究を引き続き 推進する。 

( 参 考 ) 

  

国立相模原病院における 免疫アレルギー 疾患に関する 臨床研究センタ 一事業 
及 び 国立病院における 免疫異常ネットワーク 支援システム 事業については、 国 
立 病院が独立行政法人化されたものの、 平成 ] 7 年度においても 引き続き当該 
事業を推進することとしている。   

2  免疫アレルギー 疾患に申する 正しい情報の 甘 及 

( 1 )  目的 
免疫アレルギー 疾患に関しては、 病因、 病態がいまだ 不明で根治療法がない 等の状 

現下において、 民間療法も含め 膨大な情報が 氾濫しており、 正しい情報の 取捨選択が 
困難な状況となっていることから、 正しい情報の 昔 及 啓発を図る。 

(2) 事業内容 
地域における 相談体制の整備を 図るため、 地方公共団体の 保健郎等に対し 免疫アレ 

ルギー疾患 ( 花粉症、 リウマチ、 気管支喘息、 アトピー性皮膚炎、 食物アレルギ 一等 ) 
に関する最新の 知識等を習得させ、 相談員を養成することとしている。 

リウマチ，アレルギ 一対策検討会経費 Ⅰ百万円 づ 1 百万円 
リウマチ・アレルギー 相談員養成研修経費 7 百万円 づ 8 百万円 

米 リウマチ及 び アレルギ一対策を 総合的・体系的に 実施するため、 リウマチ及 び ア 
レルギ一対策の 指針を策定することとしており、 本年度より厚生科学審議会におけ 
る リウマチ・アレルギ 一対策委員会等において 議論することとしている。 










